
4-宮市協発第 139号

令和 4年 10月 6■

町会長 各位

一宮市総合政策部

市民協働課長 星野 克治

適切な町内会の会計事務及び政治活動に関する回覧について (お願い)

時下、
・
ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 ・

さて、既に報道等でご存じのことと思いますが、令和 4年 9月 28日 に市内の

前町会長が、町内会費を横領した疑いで逮捕される事件が発生しました。

町内会の会計事務につきましては、既に町会長に配付させていただいており

ます「町内会 会計事務の手引」でもお示ししていますが、|「通帳と印鑑は別の

役員が管理する」「町内会役員とは別の視点で監査を行う」等、町内会費の適切

な管理の基本的なポイントについて裏面に記載しましたので、改めて内容をご

確認いただくとともに、会計事務チェックシー ト (「町内会 会計事務の手引」

5ページ参照)を活用する等、適切な会計事務に努めていただきますようお願い

します。

また、町内会の政治活動につきましては、「町会長の手引」等でお伝えしてい

ますが、「市の文書と政治に関する文書を一緒に回覧しない」「単独で回覧する場

合も市からお渡じした回覧板は使用しない」等の遵守いただきたい内容につい

ても裏面に記載しましたので、ご注意いただきますようお願いします。

<問い合せ先>
市民協働課 地域自治グループ

電話 :0586-28-8954(直通)

裏面有



◆町内会費の適切な管理の基本的なポイント

①安全で間違いのないお金の管理のためのしくみ

・集めた町内会費は、別封筒に入れるなど、個人の財布 と必ず区別する。

・集めた町内会費は、手元に残 したりせず、速やかに全額預金 し、通帳に記録

し、必要な現金を引き出すようにする。 (通帳記載は、お金に関する重要な

記録です。)

。通帳と印鑑は別の役員が管理し、使用する時は必ず複数の役員が関わるよう

にする。 (1人で管理しないようにします。)

(中略)

③安全で正確なお金の管理を確認するためのしくみ

町内会の会計監査の基本は、

・収入や支出が町内会の目的に沿つたものであるか。

・町内会のルールにしたがらて会計処理が行われているか。

について、町内会役員とは別の視点から確認をすることです。

監事 (会計監査)は、監査を行った後、気になる点があれば、町内会役員に

指摘をするとともに、総会等で報告 します。

「町内会 会計事務の手引」3、 .4ページから抜粋

◆町内会の政治活動について

町内会は市から独立した任意団体ですので、総会などで承認されているなど

町内会の総意であれば、政治活動や地域の神社の維持管理などの宗教活動に協

力することは可能です。   ‐

(中略)

市の文書と政治や宗教に関する文書を一緒に回覧などされますと、その政治・

宗教活動に市が関係しているという誤解を招く恐れがありますのでご配慮いた

だくようお願いンヽたします。また、単独で回覧する場合も市からお渡ししている

回覧板は使用しないようにしてください。

なお、選挙区内で政治家から寄付を受けることは公職選挙法で一切禁止され

ており、これは町内会も例外ではありませんのでご注意ください。

「町会長の手引」1ページから抜粋


